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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼の中継を行うゲートウェイ装置であって、
　少なくとも一つの電話回線を収容する電話回線インターフェースと、
　ＩＰ電話網に接続されたＩＰ電話サーバに接続するＩＰ電話網インターフェースと、
　公衆電話網に接続する公衆電話網インターフェースと、
　前記電話回線毎に、当該電話回線に接続された端末が利用可能な前記ＩＰ電話サーバを
優先度順に登録するサーバ登録手段と、
　前記ＩＰ電話サーバ毎に設定された他のＩＰ電話サーバへの迂回条件と前記公衆電話網
への迂回条件とを含む所定の迂回条件を記憶する記憶手段と、
　前記電話回線インターフェースを介して前記電話回線から着信した呼を、前記端末が利
用可能な前記ＩＰ電話サーバが前記サーバ登録手段に登録されていない場合には、前記公
衆電話網インターフェースを介して前記公衆電話網に当該呼を中継し、前記端末が利用可
能な前記ＩＰ電話サーバが前記サーバ登録手段に登録されている場合には、前記ＩＰ電話
網インターフェースを介して前記ＩＰ電話サーバに当該呼を中継すると共に、当該呼に対
する前記ＩＰ電話サーバの応答が該ＩＰ電話サーバに設定された前記他のＩＰ電話サーバ
への迂回条件と合致する場合に、当該呼の発信元に接続する電話回線に対応付けられて前
記サーバ登録手段に登録されている前記他のＩＰ電話サーバがあるか否かを前記優先度順
に判定し、前記他のＩＰ電話サーバがあると判定した場合には当該他のＩＰ電話サーバに
当該呼を中継し、前記他のＩＰ電話サーバがないと判定した場合には前記公衆電話網イン
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ターフェースを介して前記公衆電話網に当該呼を中継し、また、前記呼の中継先である前
記ＩＰ電話サーバからの応答が該ＩＰ電話サーバに設定された前記他のＩＰ電話サーバへ
の迂回条件に合致せず、前記公衆電話網への迂回条件と合致する場合に、前記公衆電話網
インターフェースを介して前記公衆電話網に当該呼を中継する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、
　前記公衆電話網インターフェースを介して前記公衆電話網に呼を中継する場合に、当該
中継に先立って、前記電話回線インターフェースを介して当該呼の発信元との間に通話路
を確立し、当該通話路に音声ガイダンスを送出する
ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のゲートウェイ装置であって、
　前記制御手段は、
　前記電話回線インターフェースを介して呼の発信元から前記公衆電話網への切替指示を
受け付けた場合に、当該呼を前記公衆電話網に中継する
ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のゲートウェイ装置であって、
　前記所定の迂回条件は、
　前記ＩＰ電話サーバからの障害通知の受信を含む
ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のゲートウェイ装置であって、
　前記所定の迂回条件は、
前記ＩＰ電話サーバからの応答のタイムアウトを含み、
前記制御手段は、
前記呼の中継先である前記ＩＰ電話サーバからの応答がタイムアウトした場合に、当該呼
の発信元と接続する電話回線に対応付けられて前記サーバ登録手段に登録されている前記
他のＩＰ電話サーバがある場合でも、前記公衆電話網に当該呼を中継する
ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれか一項に記載のゲートウェイ装置であって、
前記電話回線インターフェースが収容する電話回線に対応付けて番号計画を登録する番号
計画登録手段をさらに有し、
前記制御手段は、
前記電話回線インターフェースを介して前記電話回線から着信した呼の着番号を、当該電
話回線に対応付けられて前記番号計画登録手段に登録されている番号計画に従い編集して
、当該呼を中継する
ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項６】
呼の中継方法であって、
電話回線から呼が着信した場合に、当該呼をＩＰ電話網に接続されたＩＰ電話サーバに中
継するか、公衆電話網に中継するか判断し、前記ＩＰ電話網に接続された前記ＩＰ電話サ
ーバに中継する場合には、当該呼に対する前記ＩＰ電話サーバの応答が、記憶手段に記憶
されている、前記ＩＰ電話網に接続されたＩＰ電話サーバ毎に設定された他のＩＰ電話サ
ーバへの迂回条件と前記公衆電話網への迂回条件とを含む所定の迂回条件と合致するか否
かを判断し、
前記応答が前記他のＩＰ電話サーバへの迂回条件と合致する場合に、前記ＩＰ電話網に接
続された前記他のＩＰ電話サーバがあるか否かを判定し、前記他のＩＰ電話サーバがある
と判定した場合には当該他のＩＰ電話サーバに当該呼を中継し、前記他のＩＰ電話サーバ
がないと判定した場合には当該呼の発信元との間に通話路を確立して、当該通話路に音声
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ガイダンスを送出し、その後、当該呼を前記公衆電話網に中継し、
前記応答が前記公衆電話網への迂回条件と合致する場合に、前記呼の発信元との間に通話
路を確立して、当該通話路に前記音声ガイダンスを送出し、その後、当該呼を前記公衆電
話網に中継する、
ことを特徴とする呼の中継方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話回線およびＩＰ電話網間の呼の中継を行うゲートウェイ装置に関し、特
に、ＩＰ電話網の障害時に、公衆電話網へ迂回発信するゲートウェイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電話回線およびＩＰ電話網（ＶｏＩＰ網）間の呼の中継を行うゲートウェイ装置が知ら
れている。特許文献１に記載のゲートウェイ装置は、電話回線を介して着信した呼をＩＰ
電話網に中継して、この電話回線に接続された既存のＰＢＸまたは電話機にＩＰ電話サー
ビスを提供する。ここで、ＩＰ電話網に障害が発生している場合は、公衆電話網（ＰＳＴ
Ｎ）に迂回発信することにより、電話回線を介して着信した呼を公衆電話網に中継して、
この電話回線に接続された既存のＰＢＸまたは電話機に公衆電話サービスを提供する。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３３３１１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＩＰ電話サービスと公衆電話サービスとでは、課金システムが異なることが多い。一般
に、公衆電話サービスはＩＰ電話サービスよりも通話料金が高いことが多い。このため、
公衆電話サービスを利用する場合には、電話回線に接続された既存のＰＢＸまたは電話機
に、その旨を通知することが好ましい。しかし、特許文献１に記載の技術は、この点を何
ら考慮していない。
【０００５】
　なお、電話回線に接続された既存のＰＢＸまたは電話機に、特別なトーン信号を送出す
ることで、公衆電話サービスの利用を通知する方法も考えられる。しかし、この方法では
、特別なトーン信号の意味を知らないユーザは、それが公衆電話サービスの利用開始の合
図であることを理解できない。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ＩＰ電話網に発信す
ると共に、ＩＰ電話網の障害時には公衆電話網へ迂回発信するゲートウェイ装置において
、公衆電話網へ迂回発信する場合に、ユーザに公衆電話サービスを利用する旨を確実に知
らせることのできる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明では、公衆電話網に迂回発信する場合に、この迂回
発信に先立って、呼の発信元である収容端末との間に通話路を確立し、この通話路に公衆
電話サービスを利用する旨の音声ガイダンスを送出する。
【０００８】
例えば、本発明は、呼の中継を行うゲートウェイ装置であって、
少なくとも一つの電話回線を収容する電話回線インターフェースと、
ＩＰ電話網に接続されたIP電話サーバに接続するＩＰ電話網インターフェースと、
公衆電話網に接続する公衆電話網インターフェースと、
前記電話回線毎に、当該電話回線に接続された端末が利用可能な前記IP電話サーバを優先
度順に登録するサーバ登録手段と、
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前記IP電話サーバ毎に設定された他のＩＰ電話サーバへの迂回条件と前記公衆電話網への
迂回条件とを含む所定の迂回条件を記憶する記憶手段と、
前記電話回線インターフェースを介して前記電話回線から着信した呼を、前記端末が利用
可能な前記ＩＰ電話サーバが前記サーバ登録手段に登録されていない場合には、前記公衆
電話網インターフェースを介して前記公衆電話網に当該呼を中継し、前記端末が利用可能
な前記ＩＰ電話サーバが前記サーバ登録手段に登録されている場合には、前記ＩＰ電話網
インターフェースを介して前記ＩＰ電話サーバに当該呼を中継すると共に、当該呼に対す
る前記ＩＰ電話サーバの応答が該IP電話サーバに設定された前記他のＩＰ電話サーバへの
迂回条件と合致する場合に、当該呼の発信元に接続する電話回線に対応付けられて前記サ
ーバ登録手段に登録されている前記他のIP電話サーバがあるか否かを前記優先度順に判定
し、前記他のIP電話サーバがあると判定した場合には当該他のIP電話サーバに当該呼を中
継し、前記他のIP電話サーバがないと判定した場合には前記公衆電話網インターフェース
を介して前記公衆電話網に当該呼を中継し、また、前記呼の中継先である前記ＩＰ電話サ
ーバからの応答が該ＩＰ電話サーバに設定された前記他のＩＰ電話サーバへの迂回条件に
合致せず、前記公衆電話網への迂回条件と合致する場合に、前記公衆電話網インターフェ
ースを介して前記公衆電話網に当該呼を中継する制御手段と、を有し、
前記制御手段は、
前記公衆電話網インターフェースを介して前記公衆電話網に呼を中継する場合に、当該中
継に先立って、前記電話回線インターフェースを介して当該呼の発信元との間に通話路を
確立し、当該通話路に音声ガイダンスを送出する。
【０００９】
　ここで、前記制御手段は、
　前記電話回線インターフェースを介して呼の発信元から前記公衆電話網への切替指示を
受け付けた場合に、当該呼を前記公衆電話網に中継するものでもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、公衆電話網への迂回発信に先立って、呼の発信元との間に通話路を確
立し、この通話路に公衆電話サービスを利用する旨の音声ガイダンスを送出するので、ユ
ーザに公衆電話サービスを利用する旨を確実に知らせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施の形態が適用されたゲートウェイ１を含むＩＰ電話システムの
概略図である。
【００１３】
　図示するように、本実施の形態のゲートウェイ１は、アナログ電話回線、ＩＳＤＮ回線
、ＯＤ回線等の電話回線２を介して、アナログ電話機、ＩＳＤＮ電話機、ＰＢＸ等の収容
端末３を収容する。また、ゲートウェイ１は、ルータ４を介してＩＰ電話網（ＶｏＩＰ網
）５に接続されている。このＩＰ電話網５には、加入者にＩＰ電話サービスを提供するた
めのＩＰ電話サーバ（ＳＩＰサーバ）６が接続されている。
【００１４】
　上記構成において、ゲートウェイ１は、電話回線２を介して収容端末３から呼が着信し
た場合に、ＩＰ電話サーバ６にこの呼を中継する。また、この呼に対するＩＰ電話サーバ
６の応答が所定の迂回条件と合致するか否かを判断する。そして、所定の迂回条件と合致
する場合に、この呼の発信元である収容端末３との間に通話路を確立して、確立した通話
路に公衆電話サービスを利用する旨の音声ガイダンスを送出する。その後、公衆電話網（
ＰＳＴＮ）７に迂回発信して、この収容端末３から着信した呼を公衆電話網７に中継する
。
【００１５】
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　図２は、図１に示すゲートウェイ１の概略図である。
【００１６】
　図示するように、本実施の形態のゲートウェイ１は、電話回線ＩＦ（インターフェース
）部１１と、ＩＰ電話網ＩＦ部１２と、公衆電話網ＩＦ部１３と、構成情報記憶部１４と
、主制御部１５と、を有する。
【００１７】
　電話回線ＩＦ部１１は、アナログ電話回線、ＩＳＤＮ回線、ＯＤ回線等の電話回線２と
接続するためのインターフェースである。電話回線ＩＦ部１１は、アナログ電話回線を収
容するためのアナログ電話ＩＦ部１１１、ＩＳＤＮ回線を収容するためのＩＳＤＮＩＦ部
１１２、およびＯＤ回線を収容するためのＯＤＩＦ部１１３の少なくともいずれか一種類
のＩＦ部を少なくとも一つ有する。電話回線ＩＦ部１１は、これらのＩＦ部１１１～１１
３に収容された電話回線２を介して、アナログ電話機、ＩＳＤＮ電話機、ＰＢＸ等の収容
端末３と接続する。
【００１８】
　ＩＰ電話網ＩＦ部１２は、ＩＰ電話網５と接続するためのインターフェースであり、Ｉ
Ｐ処理機能、ＵＤＰ処理機能、ＲＴＰ処理機能、およびＳＩＰ処理機能を有する。
【００１９】
　公衆電話網ＩＦ部１３は、公衆電話網７と接続するためのインターフェースである。
【００２０】
　構成情報記憶部１４には、収容端末３が、ＩＰ電話サービスおよび公衆電話サービスを
享受するために必要な情報（構成情報）が記憶されている。構成情報記憶部１４は、中継
先記憶部１４１と、迂回条件記憶部１４２と、番号計画記憶部１４３と、を有する。
【００２１】
　中継先記憶部１４１は、電話回線ＩＦ部１１が収容する電話回線２毎に、この電話回線
２に接続された収容端末３が利用可能なＩＰ電話サーバ６を記憶している。
【００２２】
　図３は、中継先記憶部１４１の登録内容を模式的に表した図である。図示するように、
中継先記憶部１４１は、電話回線ＩＦ部１１が収容する電話回線２毎に、レコード１４１
０を有する。レコード１４１０は、電話回線２の識別情報である電話回線ＩＤを登録する
フィールド１４１１と、この電話回線２に接続された収容端末３が利用可能なＩＰ電話サ
ーバ６のアドレスを、優先順位の高いものから順番に登録するためのフィールド１４１２

１、１４１２２、．．．と、を有する。ここで、フィールド１４１２ｎには、優先順位ｎ
番目のＩＰ電話サーバ６のアドレスが登録される。優先順位ｎ番目のＩＰ電話サーバ６が
ない場合、フィールド１４１２ｎには、ヌルデータ「Ｎｕｌｌ」が登録される。
【００２３】
　迂回条件記憶部１４２は、収容端末３が利用可能なＩＰ電話サーバ６毎に、このＩＰ電
話サーバ６を迂回する場合の条件（迂回条件）を記憶している。
【００２４】
　図４は、迂回条件記憶部１４２の登録内容を模式的に表した図である。図示するように
、迂回条件記憶部１４２は、収容端末３が利用可能なＩＰ電話サーバ６毎に、レコード１
４２０を有する。レコード１４２０は、ＩＰ電話サーバ６のアドレスを登録するフィール
ド１４２１と、このＩＰ電話サーバ６から他のＩＰ電話サーバ６に迂回発信する場合の迂
回条件であるＩＰ電話サーバ迂回条件を登録するフィールド１４２２と、このＩＰ電話サ
ーバ６から公衆電話網７に迂回発信する場合の迂回条件である公衆電話網迂回条件を登録
するフィールド１４２３と、を有する。
【００２５】
　番号計画記憶部１４３は、電話回線ＩＦ部１１が収容する電話回線２毎に、番号計画テ
ーブルを記憶している。
【００２６】
　図５は、番号計画記憶部１４３の登録内容を模式的に表した図である。図示するように
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、電話回線ＩＦ部１１が収容する電話回線２毎に、番号計画テーブル１４３０を有する。
番号計画テーブル１４３０には、呼の中継先（ＩＰ電話網５および公衆電話網７のいずれ
か）および番号編集の対象となるあて先の電話番号（着番号）の先頭番号の組合せ毎に、
レコード１４３１を有する。レコード１４３１は、呼の中継先を登録するフィールド１４
３２と、あて先の電話番号の先頭番号を登録するフィールド１４３３と、この電話番号の
先頭番号からの削除桁数を登録するフィールド１４３４と、この電話番号に追加する番号
を登録するフィールド１４３５と、を有する。
【００２７】
　主制御部１５は、ゲートウェイ１の各部と連携して、収容端末３にＩＰ電話サービスお
よび公衆電話サービスを提供する。
【００２８】
　具体的には、主制御部１５は、ルータ４を介してＩＰ電話網５から、あるいは、公衆電
話網７から呼が着信すると、この呼の着番号により特定される収容端末３にこの呼を中継
する。これにより、この呼の発信元とこの呼の着番号により特定される収容端末３との間
に通話路を形成する（着信処理）。
【００２９】
　また、主制御部１５は、収容端末３から呼が着信すると、ＩＰ電話サーバ６にこの呼を
中継する。これにより、ＩＰ電話網５経由で収容端末３とこの呼のあて先との間に通話路
を形成する。ここで、ＩＰ電話サーバ６の応答が所定の迂回条件と合致する場合、収容端
末３との間に通話路を確立して、確立した通話路に、公衆電話サービスを利用する旨の音
声ガイダンスを送出する。その後、公衆電話網７に迂回発信して、この収容端末３から着
信した呼を公衆電話網７に中継する。これにより、公衆電話網７経由で収容端末３とこの
呼のあて先との間に通話路を形成する（発信処理）。
【００３０】
　図６は、図１に示すゲートウェイ１の動作を説明するためのフロー図である。
【００３１】
　ＩＰ電話網ＩＦ部１２は、ルータ４を介してＩＰ電話網５から呼（ＩＮＶＩＴＥメッセ
ージ）が着信すると（Ｓ１１でＹＥＳ）、この呼を主制御部１５に通知する。これを受け
て、主制御部１５は、着信処理を行う。すなわち、主制御部１５は、図示していない局デ
ータを参照して、この呼の着番号に対応する電話回線２を特定する。そして、電話回線Ｉ
Ｆ部１１を介して、この特定した電話回線２に、ＩＰ電話網５から着信した呼を転送する
。以降、この電話回線２とＩＰ電話網５との間のデータ送受を中継する。これにより、こ
の呼の発信元とこの電話回線２に接続された収容端末３との間に、ＩＰ電話網５経由で通
話路を形成する（Ｓ１２）。
【００３２】
　また、公衆電話網ＩＦ部１３は、公衆電話網７から呼が着信すると（Ｓ１３でＹＥＳ）
、この呼を主制御部１５に通知する。これを受けて、主制御部１５は、着信処理を行う。
すなわち、主制御部１５は、図示していない局データを参照して、この呼の着番号に対応
する電話回線２を特定する。そして、電話回線ＩＦ部１１を介して、この特定した電話回
線２に、公衆電話網７から着信した呼を転送する。以降、この電話回線２と公衆電話網７
との間のデータ送受を中継する。これにより、この呼の発信元とこの電話回線２に接続さ
れた収容端末３との間に、公衆電話網７経由で通話路を形成する（Ｓ１４）。
【００３３】
　また、電話回線網ＩＦ部１１は、収容する電話回線２から呼が着信すると（Ｓ１５でＹ
ＥＳ）、この呼を主制御部１５に通知する。これを受けて、主制御部１５は、後述する発
信処理を行う（Ｓ１６）。
【００３４】
　図７は、図６に示す発信処理（Ｓ１６）の詳細を説明するためのフロー図である。
【００３５】
　先ず、主制御部１５は、カウンタ値ｎを１に設定する（Ｓ１６０１）。次に、主制御部
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１５は、呼の発信元の電話回線２に付与された電話回線ＩＤをキーにして、構成情報記憶
部１４１の中継先記憶部１４１からレコード１４１０を検索し、検索したレコード１４１
０のフィールド１４１２ｎに、優先度ｎのＩＰ電話サーバ６のアドレスが登録されている
か否かを調べる（Ｓ１６０２）。登録されている場合は（Ｓ１６０２でＹＥＳ）、Ｓ１６
０３に進む。一方、登録されていない場合は（Ｓ１６０２でＮＯ）、Ｓ１６０９に進む。
【００３６】
　Ｓ１６０３において、主制御部１５は、呼の発信元の電話回線２に付与された電話回線
ＩＤをキーにして、番号計画記憶部１４３から番号計画テーブル１４３０を検索する。そ
して、検索した番号計画テーブル１４３０から、フィールド１４３２に呼の中継先として
ＩＰ電話網５が登録され、かつ、フィールド１４３３に呼の着番号（あて先の電話番号）
の先頭番号が登録されたレコード１４３１をさらに検索する。このようなレコード１４３
１を検索できた場合は、このレコード１４３１に登録されている番号計画に従って着番号
を編集する。具体的には、着番号からフィールド１４３４に登録されている削除桁数を削
除すると共に、着番号に、フィールド１４３４４に登録されている追加番号を追加する。
【００３７】
　次に、主制御部１５は、ＩＰ電話網ＩＦ部１２を制御し、着番号を編集した呼を、優先
度ｎのＩＰ電話サーバ６に転送する（Ｓ１６０４）。
【００３８】
　さて、主制御部１５は、優先度ｎのＩＰ電話サーバ６に呼を転送し、この呼に対する応
答を受信したならば、このＩＰ電話サーバ６のアドレスをキーとして、迂回条件記憶部１
４２からレコード１４２０を検索する。そして、このＩＰ電話サーバ６の、呼に対する応
答が、このレコード１４２０のフィールド１４２２に登録されているＩＰ電話サーバ迂回
条件に合致するか否かを判断する（Ｓ１６０５）。例えば優先度ｎのＩＰ電話サーバ６の
アドレスが「１９２．１６８．１０．１」である場合、図４に示す例では、このＩＰ電話
サーバ６からの応答が「４０８レスポンス」あるいは「４８６レスポンス」であれば、Ｉ
Ｐ電話サーバ迂回条件に合致するものと判断する。
【００３９】
　ＩＰ電話サーバ迂回条件に合致するものと判断した場合（Ｓ１６０５でＹＥＳ）、主制
御部１５は、カウンタ値を一つインクリメントし（Ｓ１６０６）、それからＳ１６０２に
戻る。一方、ＩＰ電話サーバ迂回条件に合致しないものと判断した場合（Ｓ１６０５でＮ
Ｏ）、Ｓ１６０７に進む。
【００４０】
　Ｓ１６０７において、主制御部１５は、優先度ｎのＩＰ電話サーバ６の、呼に対する応
答が、Ｓ１６０５で検索したレコード１４２０のフィールド１４２３に登録されている公
衆電話網迂回条件に合致するか否かを判断する。例えば優先度ｎのＩＰ電話サーバ６のア
ドレスが「１９２．１６８．１０．１」である場合、図４に示す例では、このＩＰ電話サ
ーバ６からの応答が「４０８レスポンス」、「４８６レスポンス」、および「レスポンス
なし（タイムアウト）」であれば、公衆電話網迂回条件に合致するものと判断する。
【００４１】
　公衆電話網迂回条件に合致するものと判断した場合（Ｓ１６０７でＹＥＳ）、Ｓ１６０
９に進む。一方、公衆電話網迂回条件に合致しないものと判断した場合（Ｓ１６０７でＮ
Ｏ）、主制御部１５は、呼の発信元の電話回線２と優先度ｎのＩＰ電話サーバ６との間で
送受されるデータを中継する（Ｓ１６０８）。これにより、ＩＰ電話網５経由で、呼の発
信元である収容端末３と、この呼のあて先である通話相手との間に通話路が確立される。
【００４２】
　また、Ｓ１６０９において、主制御部１５は、電話回線ＩＦ部１１を制御し、呼の発信
元である収容端末３との間に通話路を確立する。それから、この通話路を介して収容端末
３に、公衆電話網を利用することについて確認をとるための音声ガイダンスを送出する（
Ｓ１６１０）。そして、この通話路を介して収容端末３から、例えばＰＢ信号により、公
衆電話網の利用の有無を示す迂回指示が送られてくるのを待つ（Ｓ１６１１）。
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【００４３】
　収容端末３から受信した迂回指示が公衆電話網を利用しない旨を示している場合（Ｓ１
６１１でＮＧ）、このフローを終了する。一方、公衆電話網を利用する旨を示している場
合（Ｓ１６１１でＯＫ）、Ｓ１６１２に進む。
【００４４】
　Ｓ１６１２において、主制御部１５は、呼の発信元の電話回線２に付与された電話回線
ＩＤをキーにして、番号計画記憶部１４３から番号計画テーブル１４３０を検索する。そ
して、検索した番号計画テーブル１４３０から、フィールド１４３２に呼の中継先として
公衆電話網７が登録され、かつ、フィールド１４３３に呼の着番号（あて先の電話番号）
の先頭番号が登録されたレコード１４３１をさらに検索する。このようなレコード１４３
１を検索できた場合は、このレコード１４３１に登録されている番号計画に従って着番号
を編集する。具体的には、着番号からフィールド１４３４に登録されている削除桁数を削
除すると共に、着番号に、フィールド１４３５に登録されている追加番号を追加する。
【００４５】
　次に、主制御部１５は、公衆電話網ＩＦ部１３を制御し、着番号を編集した呼を、公衆
電話網７に転送する（Ｓ１６１３）。それから、主制御部１５は、公衆電話網ＩＦ部１３
を介して、公衆電話網７から接続応答が送られ、これにより、公衆電話網７経由で、呼の
あて先である通話相手との間に通話路が確立されるのを待つ（Ｓ１６１４）。その後、主
制御部１５は、この通話路と、Ｓ１６０９において呼の発信元である収容端末３との間に
予め確立しておいた通話路とを中継する（Ｓ１６１５）。これにより、公衆電話網７経由
で、呼の発信元である収容端末３と、この呼のあて先である通話相手との間に通話路が確
立される。
【００４６】
　次に、図１に示すＩＰ電話システムにおける呼制御手順例を説明する。
【００４７】
　図８は、図３において電話回線ＩＤ「０１」を持つ電話回線２に接続された収容端末３
が発呼した場合の呼制御手順例を説明するためのシーケンス図である。
【００４８】
　ゲートウェイ１は、収容端末３から呼が着信すると（Ｓ２０１）、この呼の中継先を決
定すると共に、必要に応じて着番号の番号編集を行う（Ｓ２０２）。
【００４９】
　すなわち、ゲートウェイ１は、この収容端末３が接続された電話回線２の電話回線ＩＤ
「０１」をキーにして、構成情報記憶部１４１の中継先記憶部１４１からレコード１４１
０を検索する。そして、このレコード１４１０のフィールド１４１２１に登録されている
優先度「１」のＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８．２１．１」）を呼の中継
先に決定する。また、この収容端末３が接続された電話回線２の電話回線ＩＤ「０１」を
キーにして、番号計画記憶部１４３から番号計画テーブル１４３０を検索すると共に、中
継先「ＩＰ電話網」および呼の着番号の先頭番号をキーにして、検索した番号計画テーブ
ル１４３からレコード１４３１をさらに検索する。そして、レコード１４３１を検索でき
た場合、このレコード１４３１に登録されている番号計画に従って、呼の着番号を編集す
る。
【００５０】
　次に、ゲートウェイ１は、以上のように必要に応じて着番号が編集された呼を表すＩＮ
ＶＩＴＥメッセージを、中継先に決定されたＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６
８．２１．１」）に送信する（Ｓ２０３）。
【００５１】
　さて、ゲートウェイ１は、ＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８．２１．１」
）から４８６レスポンスを受信すると（Ｓ２０４）、このＩＰ電話サーバ６のアドレスを
キーとして、図４に示す迂回条件記憶部１４２からレコード１４２０を検索し、４８６レ
スポンスがこのレコード１４２０のＩＰ電話サーバ迂回条件に含まれているか否かを確認
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する。そして、４８６レスポンスがＩＰ電話サーバ迂回条件に含まれていることを確認す
ると、この呼の新たな中継先を決定すると共に、必要に応じて着番号の番号編集を行う（
Ｓ２０５）。
【００５２】
　すなわち、Ｓ２０２で検索した中継先記憶部１４１のレコード１４１０のフィールド１
４１２２に登録されている優先度「２」のＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８
．１０．１」）を呼の新たな中継先に決定する。また、中継先「ＩＰ電話網」および呼の
着番号の先頭番号をキーにして、Ｓ２０２で検索した番号計画テーブル１４３０からレコ
ード１４３１を検索する。そして、レコード１４３１を検索できた場合、このレコード１
４３１に登録されている番号計画に従って、呼の着番号を編集する。
【００５３】
　次に、ゲートウェイ１は、以上のように必要に応じて着番号が編集された呼を表すＩＮ
ＶＩＴＥメッセージを、新たな中継先に決定されたＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２
．１６８．１０．１」）に送信する（Ｓ２０６）。
【００５４】
　さて、ゲートウェイ１は、ＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８．１０．１」
）から４０８レスポンスを受信すると（Ｓ２０７）、このＩＰ電話サーバ６のアドレスを
キーとして、図４に示す迂回条件記憶部１４２からレコード１４２０を検索し、４０８レ
スポンスがこのレコード１４２０のＩＰ電話サーバ迂回条件に含まれているか否かを確認
する。そして、４０８レスポンスがＩＰ電話サーバ迂回条件に含まれていることを確認す
ると、この呼の新たな中継先を決定する（Ｓ２０８）。
【００５５】
　すなわち、Ｓ２０２で検索した中継先記憶部１４１のレコード１４１０のフィールド１
４１２３に優先度「３」のＩＰ電話サーバ６が登録されていないことを確認し、公衆電話
網７を呼の新たな中継先に決定する。
【００５６】
　次に、ゲートウェイ１は、呼の発信元である収容端末３との間に通話路を確立し、この
通話路を介して収容端末３に、公衆電話網７を利用することについて確認をとるための音
声ガイダンスを送出する（Ｓ２０９）。そして、ゲートウェイ１は、この通話路を介して
収容端末３から、公衆電話網７の利用を許可することを示す迂回指示を受信すると（Ｓ２
１０）、必要に応じて着番号の番号編集を行う（Ｓ２１１）。
【００５７】
　すなわち、中継先「公衆電話網」および呼の着番号の先頭番号をキーにして、Ｓ２０２
で検索した番号計画テーブル１４３０からレコード１４３１を検索する。そして、レコー
ド１４３１を検索できた場合、このレコード１４３１に登録されている番号計画に従って
、呼の着番号を編集する。
【００５８】
　それから、ゲートウェイ１は、以上のように必要に応じて着番号が編集された呼を公衆
電話網７に送信する（Ｓ２１２）。
【００５９】
　図９は、図３において電話回線ＩＤ「０２」を持つ電話回線２に接続された収容端末３
が発呼した場合の呼制御手順例を説明するためのシーケンス図である。
【００６０】
　ゲートウェイ１は、収容端末３から呼が着信すると（Ｓ２２１）、この呼の中継先を決
定する（Ｓ２２２）。
【００６１】
　すなわち、ゲートウェイ１は、この収容端末３が接続された電話回線２の電話回線ＩＤ
「０２」をキーにして、構成情報記憶部１４１の中継先記憶部１４１からレコード１４１
０を検索する。そして、このレコード１４１０のフィールド１４１２１に優先度「１」の
ＩＰ電話サーバ６が登録されていないことを確認し、公衆電話網７を呼の中継先に決定す
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る。
【００６２】
　次に、ゲートウェイ１は、呼の発信元である収容端末３との間に通話路を確立し、この
通話路を介して収容端末３に、公衆電話網７を利用することについて確認をとるための音
声ガイダンスを送出する（Ｓ２２３）。そして、ゲートウェイ１は、この通話路を介して
収容端末３から、公衆電話網７の利用を許可することを示す迂回指示を受信すると（Ｓ２
２４）、必要に応じて着番号の番号編集を行う（Ｓ２２５）。
【００６３】
　すなわち、この収容端末３が接続された電話回線２の電話回線ＩＤ「０２」をキーにし
て、番号計画記憶部１４３から番号計画テーブル１４３０を検索すると共に、中継先「公
衆電話網」および呼の着番号の先頭番号をキーにして、検索した番号計画テーブル１４３
０からレコード１４３１をさらに検索する。そして、レコード１４３１を検索できた場合
、このレコード１４３１に登録されている番号計画に従って、呼の着番号を編集する。
【００６４】
　それから、ゲートウェイ１は、以上のように必要に応じて着番号が編集された呼を公衆
電話網７に送信する（Ｓ２２６）。
【００６５】
　図１０は、図３において電話回線ＩＤ「０３」を持つ電話回線２に接続された収容端末
３が発呼した場合の呼制御手順例を説明するためのシーケンス図である。
【００６６】
　ゲートウェイ１は、収容端末３から呼が着信すると（Ｓ２３１）、この呼の中継先を決
定すると共に、必要に応じて着番号の番号編集を行う（Ｓ２３２）。
【００６７】
　すなわち、ゲートウェイ１は、この収容端末３が接続された電話回線２の電話回線ＩＤ
「０３」をキーにして、構成情報記憶部１４１の中継先記憶部１４１からレコード１４１
０を検索する。そして、このレコード１４１０のフィールド１４１２１に登録されている
優先度「１」のＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８．１０．１」）を呼の中継
先に決定する。また、この収容端末３が接続された電話回線２の電話回線ＩＤ「０３」を
キーにして、番号計画記憶部１４３から番号計画テーブル１４３０を検索すると共に、中
継先「ＩＰ電話網」および呼の着番号の先頭番号をキーにして、検索した番号計画テーブ
ル１４３０からレコード１４３１をさらに検索する。そして、レコード１４３１を検索で
きた場合、このレコード１４３１に登録されている番号計画に従って、呼の着番号を編集
する。
【００６８】
　次に、ゲートウェイ１は、以上のように必要に応じて着番号が編集された呼を表すＩＮ
ＶＩＴＥメッセージを、中継先に決定されたＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６
８．１０．１」）に送信する（Ｓ２３３）。
【００６９】
　ここで、ＩＰ電話網５に障害が発生し、このため、ＩＮＶＩＴＥメッセージが中継先の
ＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８．１０．１」）に到着していないものとす
る。この場合、ＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８．１０．１」）は、ゲート
ウェイ１にレスポンスを返信しない。
【００７０】
　さて、ゲートウェイ１は、ＩＰ電話サーバ６（アドレス「１９２．１６８．１０．１」
）のレスポンスがタイムアウトしたことを検出すると（Ｓ２３４）、このＩＰ電話サーバ
６のアドレスをキーとして、図４に示す迂回条件記憶部１４２からレコード１４２０を検
索し、レスポンスのタイムアウトがこのレコード１４２０のＩＰ電話サーバ迂回条件に含
まれているか否かを確認する。そして、登録されていないことを確認すると、さらに、レ
スポンスのタイムアウトがこのレコード１４２０の公衆電話網迂回条件１４２３に含まれ
ているか否かを確認する。それから、ゲートウェイ１は、レスポンスのタイムアウトが公
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衆電話網迂回条件１４２３に含まれていることを確認すると、公衆回線網７を新たな中継
先に決定する（Ｓ２３５）。
【００７１】
　次に、ゲートウェイ１は、呼の発信元である収容端末３との間に通話路を確立し、この
通話路を介して収容端末３に、公衆電話網７を利用することについて確認をとるための音
声ガイダンスを送出する（Ｓ２３６）。そして、ゲートウェイ１は、この通話路を介して
収容端末３から、公衆電話網７の利用を許可することを示す迂回指示を受信すると（Ｓ２
３７）、必要に応じて着番号の番号編集を行う（Ｓ２３８）。
【００７２】
　すなわち、中継先「公衆電話網」および呼の着番号の先頭番号をキーにして、Ｓ２３２
で検索した番号計画テーブル１４３０からレコード１４３１を検索する。そして、レコー
ド１４３１を検索できた場合、このレコード１４３１に登録されている番号計画に従って
、呼の着番号を編集する。
【００７３】
　それから、ゲートウェイ１は、以上のように必要に応じて着番号が編集された呼を公衆
電話網７に送信する（Ｓ２３９）。
【００７４】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。
【００７５】
　本実施の形態では、公衆電話網７に迂回発信に先立って、呼の発信元との間に通話路を
確立し、この通話路に公衆電話サービスを利用する旨の音声ガイダンスを送出する。した
がって、本実施の形態によれば、収容端末３のユーザに公衆電話サービスを利用する旨を
確実に知らせることができる。
【００７６】
　また、本実施の形態では、収容端末３のユーザから公衆電話サービスの利用を許可する
旨の迂回指示を受け付けた場合にのみ、収容端末３に公衆電話サービスを提供する。この
ため、公衆電話サービスの利用を望まないユーザは、公衆電話サービスの利用を拒否する
ことができる。
【００７７】
　また、本実施の形態では、ＩＰ電話サーバ６の応答がＩＰ電話サーバ迂回条件に該当す
る場合において、呼の発信元の電話回線２に対応付けられている他のＩＰ電話サーバ６が
あるならば、この他のＩＰ電話サーバ６に呼を中継し、ない場合にのみ公衆電話網７に呼
を中継する。したがって、本実施の形態によれば、収容端末３のユーザに、ＩＰ電話サー
ビスを、優先的に提供することができる。
【００７８】
　また、本実施の形態では、ＩＰ電話サーバ６の応答が公衆電話網迂回条件にのみ該当す
る場合、呼の発信元の電話回線２に対応付けられている他のＩＰ電話サーバ６がある場合
でも、公衆電話網７に呼を中継する。したがって、本実施の形態によれば、収容端末３の
ユーザに、公衆電話サービスをより迅速に提供することができる。
【００７９】
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の
変形が可能である。例えば、ゲートウェイ１の構成は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）などの集積ロジックＩＣにより
ハード的に実行されるものでもよいし、あるいはＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｒ）、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などの計算機に
よりソフトウエア的に実行されるものでもよい。
【００８０】
　例えば、ＣＰＵと、プログラムおよび構成情報を記憶するメモリと、アナログ電話回線
、ＩＳＤＮ回線、ＯＤ回線等と接続し、これら回線を介して収容端末３と通信を行なう回
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行なうネットワークＩＦと、公衆電話回線と接続し、この電話回線を介して公衆電話網７
と通信を行なう公衆電話回線ＩＦと、これら各構成要素を相互接続する内部バスと、を有
する計算機において、ＣＰＵがメモリに記憶されているプログラムを実行することで実現
されるものでもよい。この場合、構成情報記憶部１４にはメモリが、電話回線ＩＦ部１１
には回線ＩＦが、ＩＰ電話網ＩＦ部１２にはネットワークＩＦが、そして、公衆電話網Ｉ
Ｆ部１３には公衆電話回線ＩＦが用いられる。
【００８１】
　また、本実施の形態において、ゲートウェイ１に、ルータ４の機能を持たせることで、
ゲートウェイ１を直接ＩＰ電話網５に接続されるようにしてもよい。
【００８２】
　また、本実施の形態では、ＩＰ電話サービスに用いる呼制御プロトコルとしてＳＩＰを
用いる場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限定されない。例えばＨ.３２３を利
用するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態が適用されたゲートウェイ１を含むＩＰ電話シス
テムの概略図である。
【図２】図２は、図１に示すゲートウェイ１の概略図である。
【図３】図３は、中継先記憶部１４１の登録内容を模式的に表した図である。
【図４】図４は、迂回条件記憶部１４２の登録内容を模式的に表した図である。
【図５】図５は、番号計画記憶部１４３の登録内容を模式的に表した図である。
【図６】図６は、図１に示すゲートウェイ１の動作を説明するためのフロー図である。
【図７】図７は、図６に示す発信処理（Ｓ１６）を説明するためのフロー図である。
【図８】図８は、図３において電話回線ＩＤ「０１」を持つ電話回線２に接続された収容
端末３が発呼した場合の呼制御手順例を説明するためのシーケンス図である。
【図９】図９は、図３において電話回線ＩＤ「０２」を持つ電話回線２に接続された収容
端末３が発呼した場合の呼制御手順例を説明するためのシーケンス図である。
【図１０】図１０は、図３において電話回線ＩＤ「０３」を持つ電話回線２に接続された
収容端末３が発呼した場合の呼制御手順例を説明するためのシーケンス図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１：ゲートウェイ、２：電話回線、３：収容端末、４：ルータ、５：ＩＰ電話網、６：
ＩＰ電話サーバ、７：公衆回線網、１１：電話回線ＩＦ部、１２：ＩＰ電話網ＩＦ部、１
３：公衆電話網ＩＦ部、１４：構成情報記憶部、１５：主制御部、１１１：アナログ電話
ＩＦ部、１１２：ＩＳＤＮＩＦ部、１１３：ＯＤＩＦ部、１４１：中継先記憶部、１４２
：迂回条件記憶部、１４３：番号計画記憶部



(13) JP 4971823 B2 2012.7.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 4971823 B2 2012.7.11

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(15) JP 4971823 B2 2012.7.11

【図９】 【図１０】



(16) JP 4971823 B2 2012.7.11

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－３３３１１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１３６８４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２８９４８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１０３３４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２２２０１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０９４６６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２２９３０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０４２０７９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｍ　　　３／４２　　　　
              Ｈ０４Ｍ　　　３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

